
お問い合わせ先 

高松市保健所 

【令和５年３月３１日まで】保健予防課 総務・予防接種係 ℡：（087）839-2860 

【令和５年４月１日から】感染症対策課 予防接種係    ℡：（087）839-2870 

※機構改革により、４月以降は担当課及びお問い合わせ先が変更となります。

風しんの追加的対策のための 

令和５年度高松市風しん抗体検査及び 

風しん第５期予防接種事業実施要領
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◆令和５年度の注意点                   

１ 風しんの追加的対策事業における担当課が変わります 

 令和５年度の機構改革に伴い、定期予防接種の担当課が変わります。 

 名称 住所 電話・FAX 

新 
感染症対策課 

予防接種係 

高松市桜町一丁目 10番 27号 

（高松市保健所２階） 

℡   839-2870 

FAX   813-0221 

旧 保健予防課  
高松市桜町一丁目 10番 27号 

（高松市保健所１階） 

℡   839-2860 

FAX   839-2879 

 電話番号等が変わりますので、御留意くださいますようお願いいたします。 

２ 事業の延長について 

風しんの追加的対策事業については、令和元年度から約３年間の実施として、令和４年度までと

して取り扱いをお願いしていたところですが、令和４年２月１６日付けで厚生労働省より通知があ

り、事業が令和６年度まで延長しています。 

３ クーポン券の取り扱いについて 

 令和５年度中に高松市に住民票がある昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間に

生まれた男性のクーポン券未使用者に対し、新たにクーポン券を送付する予定です。重複使用を防

ぐため、令和４年度以前に発行されたクーポン券は使用できません。重複使用があった場合は、委

託料のお支払いはできませんので、御注意ください。 

なお、クーポン券には有効期限を記載していますので、そちらを必ず御確認ください。 
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令和５年度 風しん追加的対策事業実施要領 

 風しん抗体検査 風しん第５期定期予防接種 

実施期間 令和５年４月１日（土）から令和６年３月３１日（日）まで 

対象者 

昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日の間に生まれた男性 

※既に本事業のクーポン券を使用して抗体検査や予防接種を受けた方は対象外となります。 

⇒別冊手引き P23フローチャート参照 

【高松市外に住民票のある方（市外のクーポン券）の対応】 

この事業は、全国的な集合契約に基づき実施されます。県外又は市外の人も対象者として

取り扱ってください。市区町村や発行時期によってクーポン券の発行対象年齢・予防接種委

託料・有効期限が違いますが、事業の対象者となる生年月日は同じです。実施の際は、必ず

クーポン券の発行元が住民票と一致しているかどうか身分証明書等で確認してください。 

 定期予防接種の対象者は、事前に行った抗体検

査を、別紙⑥もしくは別冊手引きP25、26の表で

判定し、十分な抗体価がないと判定された人のみ

となります。必ず、事前に対象者に抗体検査結果

の提出を求めてください。 

「事前に行った抗体検査」とは、この追加的対

策の事業で実施したもののほか、平成２６年度以

降に実施したもので、検査結果が明確に分かるも

のも含みます。⇒別冊手引きP29参照 

対象者の 

自己負担金 

無料 

※風しん第５期定期予防接種については、自治体により異なる場合があります。ご不明な点

は、クーポン券に記載の自治体へお問い合わせください。 

クーポン券 

【高松市における令和５年度発行のクーポン券】 

高松市では、クーポン券未使用者に対し、令和４年度末に令和５年度のクーポン券を送付

しています。委託料や再発行等の関係上、クーポン券を複数所持している方や、既に実施済

みであるにもかかわらずクーポン券が届いてしまう可能性がある為、事前に必ずクーポン券

を利用したことがあるかどうかの確認をし、使用するクーポン券以外のものは破棄するよう

お伝え下さい。 

 

【令和４年度までに発行したクーポン券の取扱いについて】 

重複使用を防ぐため、令和４年度以前に発行されたクーポン券は使用できません。重複使

用があった場合は、委託料のお支払いはできませんので、御注意ください。 

なお、クーポン券には有効期限を記載していますので、そちらを必ず御確認ください。 

 

【高松市外のクーポン券の有効期限】 

市区町村によって、クーポン券の有効期限の設定、委託料の改定の有無等が異なります。

高松市外の方に実施する場合は、委託料請求事務に影響しますので、御不明点がある場合

は、当該市区町村にお問い合わせをすることをお勧めします。なお、全国の市区町村の委託

料は、厚生労働省ホームページで公開されています。 

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fushin_yobou_01.html 

パスワード：Mh0lw517FS（ｴﾑ ｴｲﾁ 0 ｴﾙ ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 5 1 7 ｴﾌ ｴｽ） 

※本ページは当該 URLからの閲覧のみとし、外部への公開や複写等は行わないでください。 
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実施方法 

風しん第５期定期接種の受託医療機関等については、実施機関内で対象者が接種医の名前を

確認できるようにしてください。⇒別紙①参照 

実施前に必ず、過去に本事業のクーポン券を利用済みでないか、及びクーポン券の発行市区

町村と本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、被保険者証等）の住所地が一致してい

るかを確認してください。 

抗体検査 風しん第５期定期予防接種 

 検査方法については、別紙⑥もしくは

別冊手引き P25、26に記載の方法であれば

どれでも構いません。検査キットは、各実

施機関にて調達してください。 

 また、検査の結果は、別の医療機関で予

防接種を受ける場合でも確認できるよう

に、被検者に抗体価及び風しん第５期定

期接種の対象となるかどうかを受診票の

写し等で通知して下さい。 

 

 抗体検査の結果、風しん第５期定期予防接種の

対象となるかを書面等で御確認ください。 

 ワクチンの取扱については、別紙④及び添付文

書等に従って接種してください。 

 なお、接種を行う際のワクチンは、麻しん風し

ん混合ワクチン（ＭＲワクチン）を御使用くださ

い。 

○他の予防接種との間隔について 

別の種類の生ワクチンを接種する場合 

           ・・・２７日以上あける 

新型コロナワクチンを接種する場合 

           ・・・１３日以上あける 

※対象者・ワクチン等の実施・請求過誤があった場合の対応⇒P4「請求」参照 

結果通知 

抗体検査後、別紙⑥の基準に基づき判

定し、結果を受診票に記入後、複写した本

人控え用の用紙を用いて検査結果を通知

してください。（郵送でも差し支えありま

せんが、個人情報の取扱には十分注意して

ください。） 

また、検査結果に合わせて、別紙⑤の通

知文もご活用の上、必要な方には予防接種

を促してください。 

※抗体検査の結果について、紛失された場

合は高松市保健所で再発行はできません。

各医療機関等窓口での対応をお願いいた

します。 

 

委託料 

検査方法だけでなく、以下の区分で実

施時間によっても委託料が異なります。 

 

①特定健診及び事業所健診の機会に行う場合 

②月～金曜日午前８時から午後６時までの間、

又は土曜日午前８時から正午までの間に医療

機関を受診して行う場合（休日を除く） 

③上記以外の時間 

 

検査方法・各項目の金額の詳細⇒別紙⑤ 

MRワクチンでの第５期定期接種   (単位：円) 

 接種 予診のみ 

Ｒ２～５

年度実施 

９,０８２ 

(税込 ９,９９０) 

２,６１９ 

(税込 ２,８８０) 

Ｒ１年度 

実施 

９,０７３ 

(税込 ９,９８０) 

２,６１２ 

(税込 ２,８７３) 

令和５年度は、委託料の変更はありません。 

※全国一律の金額ではありませんので、対象者が

持参したクーポン券を確認してください。 
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請求 

請求書類の提出先  

〒760-0066 高松市福岡町２丁目３番２号 

香川県国民健康保険団体連合会 審査管理課 

※感染症対策課では受付できません。誤って感染症対策課へ送付しないよう御注意ください。 

提出期限 実施の翌月１０日必着 

請求書等の記載・編綴方法 別冊手引き P35～37 参照 

備考 

①同国保連合会へ紙媒体の診療報酬請求明細書も提出している場合、風しん追加的対策の請

求総括書等と分けて提出してくださいますと助かります。 

②請求書記載金額の税抜き、税込み表記は、別冊手引き P35参照。 

なお、１円未満の端数は切り捨てですので御注意ください。 

③令和元年１０月より消費税率が改定されています。もし令和元年９月末までの請求漏れが

存在する場合、「風しん対策 市区町村別請求書」は、消費税率毎に分けて作成してくださ

い。 

支払時期 請求総括書の提出月の翌月末となる予定です。 

支払金額については、国保連合会から支払額通知書が送付されます。 

※検査・接種等で過誤があった場合※ 

・高松市外に住民票のある人に高松市のクーポン券を使用した 

・抗体検査の結果、風しん第５期定期接種非対象なのにクーポンを利用して接種した 

・クーポンに記載の本人と違う、対象外の人に抗体検査や予防接種をした 

・抗体検査方法に合っていない検査番号で請求した 

・麻しん風しん混合（MR）ワクチンでなく、風しん単体ワクチンで接種した 

等の過誤が発覚した場合、請求を行った分の全額（風しん単体ワクチンや検査方法の誤りの

場合は差額）を翌月以降の請求で調整するか、高松市に返還していただくことがあります。 

その他 

●副反応疑い報告について 

（１）予防接種による副反応、又はその疑いのある患者を診察した場合は、いったん保険診療

としてください。その際、患者又は家族から詳しく問診し、病歴を確実に記載しておいてくだ

さい。 

主要症状について確実に把握し、詳細に記載しておいてください。また、接種部位の変化

（発赤・腫脹及び化膿等）の有無及び程度、発生日時について必ず記載しておいてください。 

（２）定期の予防接種について、副反応の報告基準に該当する症状を診断したときは、速やか

に「予防接種後副反応疑い報告書」もしくは国立感染症研究所のホームページからダウンロ

ードできる「予防接種後副反応疑い報告書入力アプリ」にて作成した報告書を（独）医薬品医

療機器総合機構（PMDA）へファックス（FAX番号：0120-176-146）にて報告するとともに、そ

の症状が急性散在性脳脊髄炎（ADEM）、ギラン・バレ症候群（GBS）、血栓症（血栓塞栓症を含

む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）（TTS）、心筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞ

れ急性散在性脳脊髄炎（ADEM）調査票、ギラン・バレ症候群（GBS）調査票、血栓症(TTS)調査

票、心筋炎調査票又は心膜炎調査票を作成して報告してください。また、そのことについて、

厚生労働省等から情報収集等の協力依頼があった場合には、御協力をお願いします。 
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 詳細につきましては、同封しております「定期の予防接種等による副反応疑いの報告書の

取扱いについて」を参照ください。 

 

●本市が実施する、妊娠を希望する女性及びその配偶者等を対象とした風しん抗体検査・風

しん予防接種補助事業との連携について 

この追加的対策事業で実施した抗体検査の結果が、定期接種非対象となる HI法１６倍又はそれ

に相当する抗体価の人で上記補助事業の対象者に該当する人（妊娠を希望する女性及び風しん抗体

価の低い妊婦の配偶者及び同居者）は、自己負担金３，０００円で MR ワクチンが接種できます。

抗体価の基準については、別紙⑦の黒枠部分を御参照いただき、この制度の概要は、別紙⑧を御

覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他、御不明点、御質問等ありましたら、高松市保健所 感染症対策課（℡087-839-2870）

までお問合せください。 

 

【予防接種の対象者】 

①  抗体検査の結果、ＨＩ法で１６倍以下若しくは 

ＥＩＡ法で８．０未満の方 

②  「風しんの追加的対策」において、ＨＩ法による抗

体検査で１６倍又は、他の検査法でそれに相当す

る抗体価の方 

③ 過去に抗体検査を受け、ＨＩ法による抗体検査で１

６倍以下又は、他の検査法でそれに相当する抗

体価の方（抗体価を証明できるものがある方） 

【抗体検査の対象者】 

①  妊娠を希望する女性 

②  ①の配偶者及び同居者 

③  「風しん抗体価の低い妊婦」の配偶者 

及び同居者 

ただし、以下の者は除く。 
・過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量

の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行

う必要がないと認められる者 
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風しんの第５期 

定期予 防 接 種 
 

標記の定期予防接種は、次の医師が実施

いたします。 

 

 

・院長  保健 千 太 

・副院長 保健 セン子 

     

 

（医療機関名)△△△クリニック 

 

掲示例 別紙１ 



- 7 - 

 

記入例・チェックポイント【抗体検査受診票】 

 

クーポン券発行住所は本人確認書類

の住所と一致していますか？ 

有効期限内のクーポン券ですか？ 

「抗体検査を受けることを希望いたしま

せん」にチェックが入っていませんか？ 

本人のサインは記載していますか？ 

実施医療機関・医師名、医療機

関コード等の記載漏れはありま

せんか？ 

検査年月日は、西暦表記です。 

3 7 1 0 1 23 4 5 6 

検査方法と検査番号、抗体価と

判定結果の記載に誤りはありま

せんか？ 

別紙② 

医師署名欄の記載漏れ

はありませんか？ 
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記入例・チェックポイント【予防接種予診票】 

 

クーポン券発行住所は本人確認書類の住

所と一致していますか？ 

有効期限内のクーポン券ですか？ 

別の注射生ワクチンを２７日以内、新

型コロナワクチンを１３日以内で接種

していませんか？ 

抗体検査の結果を確認しました

か？また、医師署名欄の記載漏れ

はありませんか？ 

実施医療機関・医師名、医療機関コー

ド等の記載漏れはありませんか？ 

検査年月日は、西暦表記です。 

接種ワクチンは、ロットシ

ールの貼付のみでも差し支

えありません。 

３７１０ １２３４５６ 

別紙③ 

本人のサインは記載して

いますか？ 

体温は３７．５℃

未満ですか？ 

 



2019年３月 25日

別記

風しんの第５期の定期接種実施要領

 風しんの抗体検査及び風しんの第５期の定期接種に係る委託契約書第５条第

３項により、これを定める。 

第１ 対象者 

昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性。ただし、

以下の（１）～（６）に該当する者を除く。なお、平成３１年度においては、昭

和４７年（１９７２年４月２日）～昭和５４年（１９７９年）４月１日生まれの

方を対象に市区町村から風しんの第５期の定期接種に係るクーポン券が送付さ

れるが、当該期間に生まれた方以外の対象者が希望すれば、市区町村からクーポ

ン券が交付されるため、定期接種の対象となることに留意すること。平成３２年

度以降の対象者については、別途、厚生労働省通知等に従うこと。 

（１）当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種

を行う必要がないと認められるもの 

（２）明らかな発熱を呈している者 

（３）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（４）当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈

したことがあることが明らかな者 

（５）風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があるこ

とが判明し、定期の予防接種を行う必要がないと認められる者※ 

（６）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

※ 抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、定期

の予防接種を行う必要がないと認められる者は、以下の抗体価を超える

抗体価が認められる者とし、今後、厚生労働省通知等により、測定キッ

トの追加、抗体価の単位等が変更となった場合は、それに従うこととす

る。

測定キット名（製造販売元） 検査方法 抗体価（単位等） 

風疹ウイルスＨＩ試薬「生研」 

（デンカ生研株式会社） 

赤血球凝集抑制法 

（HI法） 
８倍以下（希釈倍率） 

Ｒ－ＨＩ「生研」 

（デンカ生研株式会社） 

赤血球凝集抑制法 

（HI法） 
８倍以下（希釈倍率） 

ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG 

（デンカ生研株式会社） 

酵素免疫法 

（EIA法） 
６．０未満（EIA価） 
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エンザイグノスト B 風疹/IgG 

（シーメンスヘルスケア・ダイアグ

ノスティクス株式会社）

酵素免疫法 

（EIA法） 

１５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

バイダス アッセイキット RUB IgG 

（シスメックス・ビオメリュー株式

会社）

蛍光酵素免疫法 

（ELFA法） 

２５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

ランピア ラテックス RUBELLA 

（極東製薬工業株式会社） 

ラテックス免役比濁法 

（LTI法） 

１５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

アクセス ルベラ IgG 

（ベックマン・コールター株式会社） 

化学発光酵素免疫法 

（CLEIA法） 

２０未満 

（国際単位（IU）/ml） 

i-アッセイ CL 風疹 IgG 

（株式会社保健科学西日本） 

化学発光酵素免疫法 

（CLEIA法） 
１１未満（抗体価） 

BioPlex MMRV IgG 

（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株

式会社） 

蛍光免疫測定法 

（FIA法） 

１．５未満 

（抗体価 AI*） 

BioPlex ToRC IgG 

（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株

式会社） 

蛍光免疫測定法 

（FIA法） 

１５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位

第２ 実施方法

（１）実施に当たっての準備等

ア 予診票を実施機関の窓口に備えるとともに、予防接種に必要なワクチ

ン及び諸資材の確保すること。

イ 集合契約における風しんの第５期の定期接種は、乾燥弱毒生麻しん風

しん混合ワクチン（MRワクチン）を使用すること。

ウ 予防接種を実施する際は、被接種者や使用ワクチンの種類・量・有効

期限など十分に確認を行い、事故の防止に努めること。また、被接種者

に副反応がみられた場合に備え、救急措置物品を備えるとともに、速や

かに医療機関において適切な治療が受けられるよう、関係医療機関との

連携を図っておくこと。

エ 接種医は、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要注意者か

否かを確認するため、予診票に記載されている質問事項に対する回答に

関する本人への問診を通じ、抗体検査の結果により定期接種の対象者で

あることを確認するとともに、診察等を実施した上で、接種を行うこと。

なお、予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こ

り得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済

制度について、定期接種の対象者又はその保護者がその内容を理解し得

るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して文書により同意を得
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た場合（予診票への署名により確認）に限り接種を行うこと。

オ 接種終了後、接種医は、予診票の医師記入欄、ワクチン名、ロット番

号、実施場所、医師名、接種年月日等の必要事項を記載した上で、予診

票の原本に「国保連提出用」のクーポン券を貼付し、国保連合会に提出

すること。本人控え（兼接種済証）のクーポン券を貼付する予診票には、

上記の必要事項を転記する他、原本の複写を使用しても差し支えない。

（２）接種液・接種時の注意等

ア 接種液

（ア）接種液の使用に当たっては、標示された接種液の種類、有効期限

内であること及び異常な混濁、着色、異物の混入その他の異常がな

い旨を確認すること。

（イ）接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、

所定の温度が保たれていることを温度計によって確認できる冷蔵庫

等を使用すること。また、ワクチンによって、凍結させないこと、

溶解は接種直前に行い一度溶解したものは直ちに使用すること、溶

解の前後にかかわらず光が当たらないよう注意することなどの留意

事項があるので、それぞれ添付文書を確認の上、適切に使用するこ

と。

イ 接種時の注意

次に掲げる事項を遵守すること。

（ア）予防接種に従事する者は、手指を消毒すること。

（イ）ワクチンによって、凍結させないこと、溶解は接種直前に行い一

度溶解したものは直ちに使用すること、溶解の前後にかかわらず光

が当たらないよう注意することなどの留意事項があるので、それぞ

れ添付文書を確認の上、適切に使用すること。

（ウ）接種液の使用に当たっては、有効期限内のものを均質にして使用

すること。

（エ）バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した

後、栓を取り外さないで吸引すること。

（オ）接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分を

あらかじめアルコール消毒すること。

（カ）原則として上腕伸側に皮下接種により行うこと。接種前には接種

部位をアルコール消毒し、接種に際しては注射針の先端が血管内に

入っていないことを確認すること。

（キ）接種用具等の消毒は、適切に行うこと。

（ク）被接種者に対して、次に掲げる事項を要請すること。

① 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避

けるよう注意し、又は注意させること。

② 接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速

やかに医師の診察を受け、又は受けさせること

③ 被接種者は、イの場合において、被接種者が医師の診察を受けた

ときは、速やかに被接種者が居住している（住民票のある）市区町

村の担当部局に連絡すること。
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（３）予防接種の間違いの報告

接種医は、定期接種を実施する際、予防接種に係る間違いの発生防止に

努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握できる体制をとり、万が一、

誤った用法用量でワクチンを接種した場合や、有効期限の切れたワクチン

を接種した場合、血液感染を起こしうる場合等の重大な健康被害につなが

るおそれのある間違いを把握した場合には、以下の①から⑥までの内容を

任意の様式に記載し、被接種者が居住している（住民票のある）市区町村

に速やかに報告すること。

① 予防接種を実施した機関

② ワクチンの種類、メーカー、ロット番号

③ 予防接種を実施した年月日（間違い発生日）

④ 間違いに係る被接種者数

⑤ 間違いの概要と原因

⑥ 健康被害発生の有無（健康被害が発生した場合は、その内容）

第３ 予防接種による健康被害等への対応

（１）接種医の所属する医療機関の開設者又は接種医は、被接種者に予防接種

による副反応（予防接種法施行規則第５条に規定する症状）を診断した場

合は、必要な処置などを行うとともに、「定期の予防接種等による副反応

の報告等の取扱いについて」（平成 25 年３月 30 日健発 0330 第３号、薬

食発 0330 第１号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知）に基づき、

速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へＦＡＸ（ＦＡＸ番号：

0120‐176‐146）にて報告すること。

（２）予防接種による健康被害の救済措置は、予防接種法第１５条により、被

接種者の居住する（原則として住民票がある）市区町村が対応する。
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風しんの抗体検査を受けた皆様へ 
厚生労働省から大切なお願いです 

 今回の風しん抗体検査において、あなたは風しんに対する免疫

が十分でない可能性があることが分かりました。 

 風しんは、妊娠している女性がかかると、生まれてくる赤ちゃ

んに心臓の疾患や難聴、白内障、精神や身体の発達の遅れ等（先

天性風しん症候群）が生じる可能性があります。 

 また、妊娠している女性以外でも、大人がかかると、発熱や発

疹の期間が子供に比べて長く、また関節痛がひどいことが多いと

されており、一週間以上仕事を休まなければならない場合もあり

ます。 

 このため、厚生労働省では、風しんの予防接種を受ける公的な

機会がなかった方（※）で、風しんに対する免疫が十分でないと

分かった方を対象に、風しんの予防接種を予防接種法に基づく定

期接種として、原則無料で受けて頂けるようにすることを予定し

ています。 

※ 昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性

今後、予防接種法に基づく定期接種として実施する準備が整っ

た自治体から、順次お知らせが届きます。（お住まいの自治体によ

っては、既に風しんの予防接種に費用助成している場合がありま

すので、詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。） 

その際、定期接種の対象者に該当することの証明書類として活

用できますので、今回の検査結果を大切に保管して頂き、機会が

来たら、風しんの予防接種を受けることを検討頂くよう、お願い

します。 
予防接種を受けて、あなたの周りの妊婦さんを、あなたのご家

族を、そしてあなた自身を風しんから守ってください。
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風しんの抗体検査を受けた皆様へ 
厚生労働省から大切なお願いです 

 今回の風しん抗体検査において、あなたは風しんに対する免疫

が十分にあることが分かりました。過去に風しんにかかったか、

予防接種を受けた可能性が高いと考えられます。 

今後、お住まいの自治体から風しんの抗体検査を受けるよう勧

めるお知らせが来る可能性がありますが、今回の検査結果は、既

に抗体検査を受けたことの証明として使えますので、それまで大

切に保管してください。 

 風しんは、妊娠している女性がかかると、生まれてくる赤ちゃ

んに心臓の疾患や難聴、白内障、精神や身体の発達の遅れ等（先

天性風しん症候群）が生じる可能性があります。 

 また、妊娠している女性以外でも、大人がかかると、発熱や発

疹の期間が子供に比べて長く、また関節痛がひどいことが多いと

されており、一週間以上仕事を休まなければならない場合もあり

ます。 

 このため、厚生労働省では、風しんの予防接種を受ける公的な

機会がなかった方（※）で、風しんに対する免疫が十分でないと

分かった方を対象に、風しんの予防接種を原則無料で受けて頂け

るようにすることを予定しています。 

※ 昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性
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昭和37 年４月２日から昭和54 年４月１日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び 

予防接種法第5 条第1 項の規定に基づく風しんの第５期の定期接種の実施に向けた医療機関・健診機関向け手引き（第４版） 
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様式（受診票：裏面、2019年 10月１日から使用可（税率 10％）） 

※ 表面と別刷りでも構いません。別刷りの場合、裏面の編綴及び送付は不要です。

● 付表１「検査番号」について

本受診票の表面に記載されている「検査番号」については、下表（付表１）に基づき、該当する番号の□

を黒く塗りつぶして（■）下さい。検査方法の詳細と風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価の基準

については、付表２を参照のこと。 

         

● 付表２ 風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価基準

※日曜日、国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日、１月２日、３日、１２月２９－３１日
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本市が実施する、妊娠を希望する女性の配偶者等を対象とした 

風しん抗体検査・風しん予防接種補助事業の対象となる抗体価基準 

（追加的対策との抗体価基準の比較） 

※Rubella-Gアボットは令和２年度より、ランピア ラテックス RUBELLAⅡは令和４年度より追加されました。 

測定キット名（ 製造販売元） 検査方法 

抗体価基準の比較 

追加的対策の 

抗体価基準 

高松市補助事業の 

抗体価基準 

風疹ウイルスＨＩ試薬「生研」 

（デンカ生研株式会社） 

赤血球凝集抑制

法（HI 法） 

８倍以下（希釈倍率） １６倍以下（希釈倍率） 

Ｒ－ＨＩ「生研」 

（デンカ生研株式会社） 

赤血球凝集抑制

法（HI 法） 

８倍以下（希釈倍率） １６倍以下（希釈倍率） 

ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG 

（デンカ生研株式会社） 

酵素免疫法 

（EIA 法） 

６．０未満（EIA 価） ８．０未満（EIA 価） 

エンザイグノスト B 風疹/IgG 

（シーメンスヘルスケア・ダイアグ

ノスティクス株式会社） 

酵素免疫法 

（EIA 法） 

１５未満（国際単位

（IU）/ml） 

３０未満 

（国際単位（IU）/ml） 

バイダス アッセイキット RUB IgG 

（シスメックス・ビオメリュー株式

会社） 

蛍光酵素免疫法 

（ELFA 法） 

２５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

４５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

ランピア ラテックス RUBELLA 

（極東製薬工業株式会社） 

ラテックス免役

比濁法 

（LTI 法） 

１５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

３０未満 

（国際単位（IU）/ml） 

ランピア ラテックス RUBELLAⅡ 

（極東製薬工業株式会社） 

ラテックス免疫

比濁法 

（LTI 法） 

１５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

３５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

アクセス ルベラIgG 

（ベックマン・コールター株式会

社） 

化学発光酵素免

疫法 

（CLEIA 法） 

２０未満 

（国際単位（IU）/ml） 

４５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

i-アッセイCL 風疹IgG 

（株式会社保健科学西日本） 

化学発光酵素免

疫法 

（CLEIA 法） 

１１未満（抗体価） １４未満（抗体価） 

BioPlex MMRV IgG 

（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株

式会社） 

蛍光免疫測定法 

（FIA 法） 

１．５未満（抗体価 AI*） ３．０未満（抗体価 AI*） 

BioPlex ToRC IgG 

（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株

式会社） 

蛍光免疫測定法 

（FIA 法） 

１５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

３０未満 

（国際単位（IU）/ml） 

Rubella-Gアボット 

（アボットジャパン株式会社） 

化学発光免疫測

定法 

（CLIA 法） 

１５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

２５未満 

（国際単位（IU）/ml） 

別紙７ 
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高松市から委託を受けた医療機関（医療機関は市ホームページでご確認ください。） 

受診を希望する医療機関に事前にお問い合わせください。 

医療機関に行くときは、住所を証明する書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険被保険者証等）

を持参してください。 

パソコン・スマートフォンで検索 

 

風しん抗体検査・予防接種 

               を受け 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
お問い合わせ先 

 
高松市保健所 感染症対策課まで 
TEL 087-839-2870  FAX 087-813-0221 

予防接種対象外 

～ 先天性風しん症候群の発生を予防するために ～ 

風しん抗体検査 

（費用：無料） 
風しん予防接種 

（費用：MR ワクチン 3,000 円） 

※妊娠中の人は、接種できません。 
HI 抗体価が３２倍以上の人 

 

HI 抗体価が 16 倍以下の人 

 

風しん抗体検査・予防接種を受けましょう！ 

 

高松市に住民登録をしている方で、次の①～③のいずれかに該当する方 

① 妊娠を希望する女性  

② ①の配偶者及び同居人 

③ 風しん抗体価が低い妊婦の配偶者及び同居人 

ただし、過去に風しん抗体検査を受けた結果、十分な量の抗体があることが判明し、風しんの予防

接種を行う必要がないと認められる方は除く。 

※抗体検査・予防接種ともに、費用の助成は一人１回限りです。 

 妊娠初期に風しんにかかると、お腹の赤ち

ゃんにも感染し、「先天性風しん症候群」と

いう病気にかかってしまうことがあります。 

風しんに対する十分な免疫があるかどう

かは、抗体検査で確認することができます。 

また、十分な免疫がない場合は、予防接種

（一部補助）を受けましょう。 

 

対象者 

実施期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日まで（予防接種まで完了） 

実施場所 

高松市 風しん 検索 

★「風しんの追加的対策事業」におい
て、抗体検査（HI 法）で１６倍以下又
は、他の検査法でそれに相当する抗体
価の方は、予防接種を受けることがで
きます。 

 

★2 回目以降の妊娠を希望する女性も対象にな
ります。過去の抗体検査（HI 法）で１６倍以下
又は、他の検査法でそれに相当する抗体価の方
は、予防接種を受けることができます。母子健
康手帳を御持参ください。 

 

別紙⑧ 
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風しん抗体検査・予防接種補助事業Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ１ 抗体検査を受ける医療機関、予防接種を受ける医療機関に指定はありますか。 

Ａ１ 高松市から委託を受けた医療機関（協力医療機関）で受けていただくようになります。 

協力医療機関は市ホームページで御確認ください。 

 

Ｑ２ 抗体検査を受ける医療機関と予防接種を受ける医療機関は同じでなければいけませんか。 

Ａ２ 抗体検査を受けた医療機関と異なる医療機関（協力医療機関）で予防接種を受けても問題ありません。 

   事前に、医療機関（協力医療機関）へ、お問い合わせください。 

 

Ｑ３ 配偶者及び同居人とは、具体的にどのような者が該当しますか。 

Ａ３ 配偶者及び婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係にある者、同じ家に住む両親・兄弟などです。 

   住所を証明する書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険者証等）を医療機関に御持参くださ

い。 

 

Ｑ４ 妊婦の抗体検査の結果がまだ出ていない場合の、配偶者等はこの事業の対象になりますか。 

Ａ４ 妊婦の抗体検査の結果がまだ出ていない場合でも、配偶者等が、過去に風しん抗体検査を受けた結果、

十分な量の抗体がない場合は対象となります。 

 

Ｑ５ 風しんの抗体価が低い経産婦が次の妊娠を希望した場合は、予防接種の対象になりますか。 

Ａ５ 母子健康手帳等で、十分な量の風しんの抗体がないということが確認できた場合は、抗体検査を受けず、

予防接種を受けることができます。母子健康手帳を御持参ください。 

 

Ｑ６ 「風しんの追加的対策事業」で抗体検査を受けましたが、予防接種の対象になりますか。 

Ａ６ 「風しんの追加的対策事業」の抗体検査（HI 法）で１６倍以下又は、他の検査法でそれに相当する抗

体価の方で、妊娠を希望する女性の配偶者等又は、風しん抗体価が低い妊婦の配偶者等の方が対象とな

ります。 

 

Ｑ７ 費用はいくらかかりますか。 

Ａ７ 風しんの抗体検査は無料です。 

   風しんの予防接種につきましては、ＭＲワクチンの場合は、 

３，０００円の自己負担が必要です。 

※抗体検査・予防接種ともに、費用の助成は一人１回限りです。 

 

Ｑ８ 抗体検査を受けずに、予防接種を受けました。助成の対象になりますか。 

Ａ８ 当事業は風しん抗体価が低い方への助成ですので、抗体検査を受けずに予防接種を受けた場合は、助成

の対象にはなりません。 




